
岩手県介護員養成研修事業取扱要綱の一部改正について 

 岩手県介護員養成研修事業取扱要綱の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

  岩手県介護員養成研修事業取扱要綱   岩手県介護員養成研修事業取扱要綱 

  

第１章 [略] 

第２章 介護職員初任者研修 

第３～５条 [略] 

（科目の免除） 

第６条 県は、受講者の保有する資格等により、当該受講者の介護職員初任者

研修の課程の全科目を免除することができるものとする。 

２ 介護職員初任者研修の課程の全科目を免除することができる場合の受講者

の保有する資格等については、別紙６の１に定めるとおりとする。 

 

第１章 [略] 

第２章 介護職員初任者研修 

第３～５条 [略] 

（科目の免除） 

第６条 県は、受講者の保有する資格等により、当該受講者の介護職員初任者

研修課程の科目の全部又は一部を免除することができるものとする。 

２ 介護職員初任者研修課程の科目の全部又は一部を免除することができる場

合の受講者の保有する資格等については、別紙６の１に定めるとおりとする。 

第７～20条 [略] 

第３章 生活援助従事者研修 

第21～24条 [略] 

第７～20条 [略] 

第３章 生活援助従事者研修 

第21～24条 [略] 

（科目の免除） 

第25条 県は、受講者の保有する資格等により、当該受講者の生活援助従事者

研修の課程の全科目を免除することができるものとする。 

２ 生活援助従事者研修の課程の全科目を免除できる場合の受講者の保有する

資格等については、別紙６の２に定める。 

（科目の免除） 

第25条 県は、受講者の保有する資格等により、当該受講者の生活援助従事者

研修課程の科目の全部又は一部を免除することができるものとする。 

２ 生活援助従事者研修課程の科目の全部又は一部を免除できる場合の受講者

の保有する資格等については、別紙６の２に定める。 

第26条 [略] 

第４～５章 [略] 

第26条 [略] 

第４～５章 [略] 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年３月９日から施行する。 

 



   附 則 

 この要綱は、平成１６年３月３０日から施行する。ただし、第５条第２項の

規定は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年３月３０日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年５月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年１月１８日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年２月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年５月１０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 


